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は じめに

唐 中期 にお ける募兵制 の導入 と官僚数の膨張は,国 家財政の規模拡大 と,業 務の

複雑化を もた らし,そ の結果,中 央 にお ける財 政運営が以前に も増 して重要 となっ

た。その上,安 史 の乱 による唐朝 の統制力低下は財政 の運営に も大 きな影響 を与 え,

税収不足 か らしば しば 中央財政が逼迫 し,収 支の調整 に苦心 した。

そ こで,唐 朝 は塩の専売制や両税法 の施行な どを通 じて,地 方へ の統制力 強化 を

進 めなが ら収入確保 をはかる一方,繁 雑 となった中央の財務 を運営す るために,財

政関連の使職 を新設 して,新 たな中央 の財政機 関を編成 し,財 政運営の 円滑化 を 目

指 した。唐後半期 の財 政は,こ うして新た に成立 した度支使 ・塩鉄転運使 ・判戸部

とい う財政使職 によって運営 された。唐朝が安史の乱 によって大 き く衰退 しなが ら

も,以 後150年 余 りにわたって国家支配 を維持できたのは,両 税法 と塩の専売 とい

う新たな税制 によって国家財政 を支 えたか らといわれてい るが,そ れだ けでな く,

それ らの税制 を動 か し,な おかつ唐後 半期の新 たな政治・社会情勢 に対応 しなが ら,

よ り規模 が拡大 し,業 務が複雑化 した 国家財政 を動 か した財政運営 の機 関が構築で

きたことも大きい。

しか し,財 政使職 の成立が新 たな問題 を生み出 した。この ことは,大 暦5年(770),

建 中元年(780),貞 元2年(786)と い う3度 にわた る財政使職 の廃止 とい う措置 と

なって あらわれ た。 いずれの場合 も,使 職 は間もな く復活 して使職 主導 の財 政運営

にも どされ,こ れ らの試みは失敗 している。 だが,安 史の乱 をへて,特 に唐 朝に と

って重要な財 政運 営の態勢が整 え られ つっ ある時 に,な ぜ財政使職 とい う財 政運営

の中心機 関が廃止 され ようとしたのか。 その背景 として,政 策 を主導 した当時の宰

相 の元載,楊 炎,崔 造いずれ も,宰 相 の権 限強化 を 目指 していた ことが挙 げ られ る。

その際 に,財 政運営を通 じて政治面での影響力 も拡大 させつつ あった財政使職 を廃

止 し,財 政運営 も宰相 の リー ダーシ ップの下に置 こ うとしたので ある。

こうした一連の動きをへて,元 和13年(818)の 宰相府 たる中書門下による上奏
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が裁 可 され,宰 相 による財 政運 営機 関の統轄 が制度化 された ことの意義は小 さくな

い。筆者 はかつて この元和13年 の上奏文について,当 時の財政政策 と財政使職人事

の問題 か らその意義 を考察 したこ とが ある(1)。そ こで,本 論では当時の聴政制度 と

い う別 の視 点か ら,元 和13年 の上奏文の意義 について検討 したい。

近年,皇 帝が臣僚た ちとともに政務 を とる唐代 の聴政制度 について,日 本の松本

保 宣氏,中 国の謝元魯氏,袁 剛氏 らに よって研究 が進 め られてきた(2)。また,古 代

日本 の宮城 との制度比較 について,古 瀬奈津子氏,吉 田歓 氏,王 仲殊氏の研 究が挙

げ られ る(3)。松本 氏 らの研究 によって,唐 代の皇帝が どこで政務 を処理 したのか,

その上で皇 帝が どのよ うに官僚 たちを統御 していったのかがあき らか となってきた。

本論 では,こ うしたこれまでの研究成果 に依拠 しなが ら,唐 後 半期 の財政運営に関

して,宰 相や財政使職が,政 務処理 の場である聴政で どの よ うに皇帝 と相対 したの

かを探 るこ とで,唐 後半期 における宰相権力 の問題 について考察 してみたい。

1.安 史の乱 後の財政運営制度 の変遷

(1)度 支使 と塩鉄転運使 の東西分掌制の確立

財政 関連 の使職 がは じめて設 け られたのは玄宗朝 の開元年 間(713～741)で ある。

安史の乱後,唐 朝 は転運使 と度支使 を中心に財政,経 済の再建 に乗 り出 してい く。

もともと,転 運使 は各地か ら徴収 した税な どの物資 の運搬を担当 し,運 搬に利用す

る漕運路 の整備 を管轄 していた。一方,度 支使 は,財 政収支の調整 を担 当 していた。

この よ うに,転 運使 と度支使 はそれぞれ あつか う職務内容が異なっていたのだが,

永泰2年(766)よ り全国の租税徴収 ・漕運 ・専売 な どの財務 を東西二つの地域 に分

け,転 運使 の劉晏 が東南部,判 度支 の第五碕が西北部の財 務 をそれぞれ管轄す るよ

うになった。これ よ り転運使 と度支使 は同 じ職務 を地域 ごとに分担す るようにな り,

財政使職 に地域性 が生 じることになったのである(4)。

ここでは,東 南部 の財政 を管轄 し,後 に宰相 の楊炎 と対立 した塩鉄転運使劉晏を

中心に財政使職 による財政 運営についてみてい こ う。

劉 晏が本格 的に財政運営 に乗 り出 したのは,宝 応 元年(762)に 度支転運使 とな

って以後 であ る。劉晏の就任 当時,安 史の乱に よって土地は荒れ,人 々は流亡 し,

作物 も不作続 きで,経 済状況は最悪 とな り,長 安 では米の値段が1斛 で1万 銭まで

高騰 した(5)。さらに,安 史 の乱 を契機 と して各地 に置 かれた藩鎮は,管 轄地域 内の

軍政 と民政,財 政 を掌握 し,租 税 の徴収 と中央へ の送納 について も管轄下の州県に

対す る影響 力は大きかった(6)。これ ら藩鎮のなかには租税 を中央に送 らずに勝 手に

使 って しま うもの もあ りの,唐 朝の税収不足に拍車 をかけた。 この よ うに経済状 況

が悪化す るなかで,劉 晏は,『 旧唐 書』巻49・ 食貨志 下に,
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〔劉〕晏の国計 を掌 るに泊 んで,江 淮 の転運の制 を復 し,歳 ごとに米 を入れ る

こ と数十万斛,以 て関中を済 う。第五碕 に代わ り塩務 を領 し,其 の法 は益ます

密た り。

泊 〔劉〕晏掌 国計,復 江淮転運之制,歳 入米数十万斛,以 済関中。代第五碕領

塩務,其 法益密。

とあ る よ うに,東 南 部 の漕運 を復 旧 して毎 年 都 へ 米数 十斛 を輸 送 して 中央 の 税 収 不

足 を解 消 す る一方,塩 の専 売 法 を整 備 して収 益 を増 や した。 す な わ ち,劉 晏 は漕運

法 と専 売 法 の 改 善 に よ って,国 家 財 政 を立 て直 そ うと した ので あ る(8)。

まず,劉 晏 は漕 運 法 改革 を進 め,広 徳2年(764)よ り漕 運 路 を整 備 した。 す な

わ ち,広 徳2年3月 に劉 晏 は河 南及 江 淮 已来 転 運 使 に任 命 され る と,沐 河 復 旧 に着

手 し,宰 相 の 元載 に手 紙 を送 っ て漕 運 の利 害 を述 べ,沐 河 再 開 の た め に 両者 が 協 力

す る よ うに した(9)。 こ うして,東 南 部 か ら毎 年 数 十 万 石 の米 を運 べ る よ うに な っ た

の で あ る。 そ して,そ の漕 運 にか か る経 費 を塩 の 専 売 の収 益 か ら捻 出 す る こ と に

し(lo),東 南 部 か ら長 安 ま で の 漕 運 はす べ て 転 運 使 に よ る官運 に改 め た。 そ の た め,

転 運 使 の直 轄 区域 は揚 子 ・長 安 間 に ま で広 が る こ とにな っ た(11)。

ま た,劉 晏 は第 五碕 が は じめた塩 の 専 売 を 改善 し(12),専 売 収 入 を増 や して そ の収

益 で 中央 財 政 をま か な お う と した(13)。 この劉 晏 の専 売 法 に よ って,国 家 は専 売 の収

益 を得 る こ とが で き,人 々 も塩 に不足 す る こ とが な くな っ た。

さ らに,管 轄 地域 内 の道 ご とに中央 の財 政 使 職 直 属 の 地方 出先機 関 と して巡 院 を

設 置 した(14)。各 地 の巡 院 はそ れ ぞれ の 地域 内 で漕 運 や 専売 業 務 を統轄 したが,そ れ

以 外 に重 要 な職 務 と して,道 内 の藩 鎮 や州 県 の行 政 に対 す る監 察 が あっ た(15)。そ の

結 果,『 旧唐 書』 巻49・ 食 貨志 下 に,

四方 の水 旱 よ り,軍 府 の繊 芥 に及 ぶ ま で,先 に知 らざ るは莫 し。

四方 水 旱,及 軍府 繊 芥,莫 不 先 知 焉 。

とあるよ うに,巡 院か ら得 られ た各地 の動静は中央 にいる劉晏 に報告 され,劉 晏 は

中央にいなが らに して,東 南部各地の政治 ・社会 ・経済その他 の情勢 をいち早 く知

ることができたので ある。

その結果,劉 晏 が東南部の塩 の専売 を管轄 しは じめた頃 は収益 が60万 貫だった

が,末 年 には,当 初 の10倍,す なわ ち600万 貫 まで増加 した(16)。それは大暦末 の

全税収入1,200万 貫 の うち半分を占めた。専売収入 のほかに租税収入の分 も含 める

と,東 南部の税収 が全収入の大部分 を 占める。 中央 は収入のほ とん どを東南部 に頼
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っていた ことにな り,劉 晏 の管掌す る東南部財政の規模 の大 きさと,そ れ に対す る

中央の依存度の高 さが察せ られ る。 以上 のよ うな漕運 法をは じめ とす る財政の改革

によって,塩 鉄転運使 の職務の重要性 は増す こ とになったのであ る。

一方,劉 晏 は財政業務 を円滑 に運営す るために,使 職 のもつ辟召制 を使 って独 自

に人材 を集 め,中 央 におけ る彼 の勢力を形成,拡 大 させた。『旧唐書』巻123・ 劉晏

伝には,中 央 における劉晏 の勢力 の大 き さについて次 のよ うに述 べる。

事 に任 ず る こ と十 数年 。 権 勢 の重 き は,宰 相 に 隣 し,要 官重 職 は,頗 る其 の 門

よ り出 ず。

任 事十 数年 。 権 勢 之 重,隣 …於 宰 相,要 官 重職,頗 出其 門 。

劉晏は塩 鉄転運使 に任 じられてか ら10年 以上たっ なかで,宰 相 と匹敵す る権 勢

をもつ よ うにな り,高 官のなかにも劉晏よ り抜擢 された者 がかな り多かった とい う。

つま り,劉 晏は辟召 とい う使職独 自の人事権を利用 して人材 を確保 して官界 にみず

か らの人脈 を構築 し,自 己の勢力 を広 げることができたことがわかる。

この よ うに,東 西分掌の体制 が確立 されてか ら,塩 鉄転運使や度支使 は広域内の

財務 を掌握 し,人 材 を独 自に確保す るよ うになったため,宰 相 と並ぶ ほ どの大きな

権勢を持っ までになったのである。

(2)財 政 使職の廃止

こ うした財政使職 の権限拡大に対 し,代 宗期 と徳宗期 において3度 にわた る財政

使職廃止 が試 み られた。ここでは,第2回 目の建 中元年(780)宰 相楊炎 による財政

使職廃止 を中心にみてい こ う(17)。

当時楊炎 は財政制度改革 に着手 し,財 政使職廃止 とほぼ時 を同 じくして,国 庫 で

あ る左蔵庫 の機能回復や両税法施行 を並行 して実施 してい る。す なわち,国 庫や税

制の整備 とい う中央の財政収支 に関わ る改革 と関連 させ なが ら,楊 炎 は財政運営組

織 の再編 を断行 したのであ る。楊炎 は財政使職廃止にっいて,次 の ように上奏 した。

さきご

〔楊 〕 炎 乃 ち建 言す 。 尚書省 は,国 政 の本 な り。 比 ろ諸使 を 置 き,分 か ちて其

の権 を奪 う。 今 宜 し く 旧に復 す べ し と。(『資 治 通 鑑 』巻226・ 唐 紀42・ 徳 宗建

中元 年 正 月 条)

〔楊 〕 炎 乃 建 言,尚 書省,国 政 之本 。 比置 諸 使,分 奪 其権 。 今 宜 復 旧。

尚書省 は行政運営の基幹 であるが,先 に財政 関連 の使職が設置 され て財政 を掌握
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す るよ うにな ると,尚 書省 の権 限は使職 に移 って しまったので,今 こそ尚書省 に権

限をもどすべ きである とし,財 政使職廃 止の 目的 を尚書省 の権 限回復のため とす る。

この上奏は受 け入れ られて,財 政使職廃止 に関す る次 のよ うな詔が出 され ることに

なった。

お も

建 中元年,詔 して 曰 く,朕 以 え ら く,征 税 門 多 く して,郡 邑凋 耗 す 。群 議 を聴

き,変 更有 る を思 う。 将 に時 雍 を致 さん とす れ ば,宜 しく古 訓 に遵 うべ し。 其
したが

れ江淮 の米 の旨に準 い,転 運 して京 に入 る者,及 び諸軍 の糧儲 は,宜 しく庫部

郎 中崔河 図を して之を権領せ しむべ し。今年 の夏税以前の,諸 道 の財賦 の多 く

京師に輸す る者,及 び塩鉄 の財貨 は,江 州刺 史包佶 に委ねて之を権領せ しむ。

天下の銭穀 は,皆 な金部 ・倉部 に帰 し,中 書門下に委ねて両司の郎官 を簡 び,

格式に準 じて条理せ しめ よ。(『唐会要』巻87・ 転運塩鉄総序)

建 中元年,詔 日,朕 以征税多 門,郡 邑凋耗,聴 於群議,思 有変更。将致時雍,

宜遵古訓。其江淮米準 旨転運入京者,及 諸軍糧儲,宜 令庫部郎中崔河図権領 之。

今年夏税 以前,諸 道財賦 多輸京師者,及 塩鉄財貨,委 江州刺史包佶権領 之。天

下銭穀,皆 帰金部 ・倉部,委 中書 門下簡両司郎官,準 格式条理。

す なわ ち,財 政使職が把握 していた全 国の財政 業務 はふたたび尚書省の金部 と倉

部 の管轄 にもどす こ とと した。楊炎が尚書省 の金部 ・倉部 に職務を もどした 目的は,

この詔の最後にある金部 ・倉部 の人事 の方法か らあき らか とな る。詔 では,金 部 ・

倉部の郎官人事 は宰相府 た る中書 門下 で決定 され ることになってお り,金 部 ・倉部

の人事権は宰相 が握 った。 その結果,宰 相 はみずか らの意 向に沿った人物を登用す

るこ とで,人 事 を通 じて財政運 営業務 を把握で きるようなる。 このこ とか ら,財 政

使職が掌握 していた財政運営を含む さま ざまな権限を宰相 に集め,財 政運営機 関を

宰相の統轄下に置 くことこそ,楊 炎 が財政使職 を廃止 した 目的であることが理解 で

きよ う。

で は,な ぜ楊炎 が財政使職 を廃止 し,財 政運営機 関を宰相の統轄 下に置 こ うとし

たのか。それ は,先 述 した劉晏 の事例 に見 られ るよ うな財政使職の権 限拡大にあ る。

宰相への権力の集 中をめざす楊炎 に とって,宰 相 と同程度,あ るいはそれ以上の権

力 を持つか も しれ ない財政使職 は,政 権 中枢の権力を分散 させ る存在 であった。 そ

こで楊炎は,こ れまで財務行 政を掌握 してきた財 政使職 を排除 し,か わって宰相 を

財政運営 に関与 させ ることで,宰 相 の権 限強化 を目指 した ので ある。

しか しなが ら,は や くも2ヵ 月後 に財政使職は復活 した。 この間の事情 を 『資治

通鑑』巻226・ 唐紀42・ 徳 宗建 中元年3月 条は以下のよ うに記 してい る。



402高 瀬奈津子

楊炎,度 支 ・転運使 を罷め,金 部 ・倉部に命 じ之 に代わ らしむ。既 に して省職

久 しく廃 され,耳 目相接せず,能 く振挙す る莫 し。天下の銭穀 は総領 す る所無

し。癸 巳,復 た諌議大夫韓涸 を以て戸部侍 郎 ・判度支 と為 し,金 部郎 中万年杜

佑 を以 て権 りに江淮水陸転運使 とす ること,皆 旧制 の如 し。

楊炎,罷 度支 ・転運使,命 金部 ・倉部代之。既 而省職久廃,耳 目不相i接,莫 能

振挙。 天下銭穀無所総領。癸 巳,復 以諌議 大夫韓涸為戸部侍郎 ・判度支,以 金

部郎中万年杜佑権江淮水陸転運使,皆 如 旧制。

楊炎 は金 部 と倉部に使職 の管轄 していた財務 を行 わせ たが,な が らく尚書省の職

務 が失われ ていたため,こ こで復活 しても各司は連携 が取れず,尚 書省 の復興はな

らなか った。そのため,中 央 は全国の財務 を統轄できず,財 政全体に混乱 をきた し

て しまった とい う。 そ して,財 務運 営は 「一 に劉晏 ・韓滉 の則の如」 く(『 旧唐書』

巻12・ 徳 宗本紀上 ・建 中元年3月 条),判 度支が西北部 の財政 を管轄 し,転 運使が

東南部の財 政 を担当す る,度 支 ・転運使 による東西分掌 にも どされたのである。

このよ うに,楊 炎の財政使職廃止 は失敗 に終わ り,結 局,財 政使職 が復活 して以

前通 りにも どされたわけだが,使 職廃止 の原因で ある宰相 と財政使職 との関係,つ

ま り宰相はいか に財 政使職 の勢力 を抑 えて,財 政運営を統轄す るのか とい う課題 は

解決 されず,そ のまま残 され ることになった。

貞元年 間 に入 る と,塩 鉄転運使 と東南部 の藩鎮 を兼任す るケー スが多 くなった。

藩鎮 で塩鉄転運使 を兼任 したのは,浙 江東西道藩鎮韓滉(貞 元元年(785)7月 ～3

年(787)正 月),浙 西藩鎮王緯(10年(794)11月 ～14年(798)8月),同 李若初(14

年9,月 ～15年(799)正 月),同 李錆(15年2月 ～永貞元年(805)3,月)で ある。塩

鉄転運使は東南部の財務 を管轄 したが,こ の4人 はいずれ も塩鉄転運使の管轄地域

内の藩鎮 にあた る。 この財政使職 と藩鎮 の兼任 によ り,管 轄地域 内か ら集 めた税収

を中央 が確 保で きるのか ど うかは,す べて藩鎮 の側に主導権 が移 って しま うことに

な る。つま り,中 央が掌握 していた徴税や漕運 な どの財 政上の権 限が,一 藩 鎮の手

にすべ て委ね られて しま うことを意味す る。 そのため,財 政業務 は財政使職 を兼任

した藩鎮 に恣意的 に動か され,本 来 中央 の収入 となるべ き税収 も財政使職 を兼任 し

た一地方の藩鎮 に横領 され て しま う可能性 が高かった。

これ に対 して,3度 目の財政使職廃 止が実施 され る。すなわち,貞 元2年(786)

正月,宰 相 の崔造 による財政使職廃止であ る。 これ について崔造 の伝 は次の よ うに

い う。

な み

〔崔〕造は久 しく江外 に従事 し,銭 穀諸使 の上 を罔す るの弊 を嫉み,乃 ち奏す。
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天下の両税銭物 は,本 道観察使 ・本州刺史に委 ね官 を選び上都 に部送す るを典

らしむ。諸道水陸運使及び度支巡院 ・江淮転運使等 は並び に停 む。其れ度支 ・

塩鉄 は,尚 書省本 司の判ず るに委ぬ る と。(『旧唐書』巻130・ 崔造伝)

〔崔〕造久従事江外,嫉 銭穀諸使 罔上之弊,乃 奏。天下両税銭物,委 本道観察

使 ・本州刺史選官典部送上都。諸道水 陸運使及度支 ・巡院 ・江淮転運使 等並停。

其度支 ・塩鉄,委 尚書省本司判。

宰相 に抜擢 され る以前,長 く長江以南の地方官を歴任 していた崔造 は,財 政使職

の不正 を憎んでお り,そ こで上奏 して,諸 道水 陸運使及び度支巡院 ・江淮転運使 を

廃止 し,両 税収入の中央へ の上供 は本 道観 察使 ・刺史 に委ね,財 政使職の業務 は尚

書省 が行 うよ うにす べき と述べ る。

そ して,使 職 を廃止 した上で,崔 造は財 政運営の統轄について次 のよ うに改革 し

た。

其れ 尚書省六職 は,宰 臣をして分 ちて判ぜ しむ。…宰臣斉映 は兵部の承 旨及び

雑事 を判 じ,宰 臣李勉は刑部 を判 じ,宰 臣劉滋は吏部 ・礼部 を判 じ,造 は戸部 ・

工部 を判ず。

其 尚書省六職,令 宰 臣分判。 …宰臣斉映判兵部承 旨及雑事,宰 臣李勉判刑部,

宰 臣劉滋判吏部 ・礼部,造 判戸部 ・工部。

尚書省の六部 を宰相 が分掌 し,行 政業務 を直接掌握で きるよ うに した。これには,

行政 の職務 ご とに宰相 が統轄す ることで行政運営 に対する宰相 の影響力を強 め,そ

の権 限を強化す る目的があった。財政 に関 しては,使 職 に代 わって,崔 造 自身が尚

書省戸部 を統轄 して財務 の運営にあたった。 これ によ り,財 務行政 を宰相が直接統

轄 し,財 政権 を宰相 が掌握 しよ うとしたのである。 しか し,こ の時 もかえって財 政

が うま く運営で きな くな り,12月 には浙江東西道藩鎮の韓滉がふ たたび度支 ・諸道

塩鉄転運使 を兼任 し,財 政使職が復活 した(18)。すでに長年 にわたって使職 による財

政運営が続 け られてお り,尚 書省 が これに代 わることはできな くなってい るのであ

る。 こ うして,財 政使職 を廃止 して尚書省 を通 じて宰相 が財政 を統轄する とい う試

みは,楊 炎の時 と同 じく失敗 に終わ り,こ の後二度 と行 われ な くなった。

(3)憲 宗元和13年 の中書 門下 による上奏

憲宗は即位 当初 よ り藩鎮積極策 を取ってかな りの成果 を挙 げ,中 央集権の強化を

推 し進 めた。それ と共に,財 政面で も地方に対す る統制 を強化す る制度が整備 され
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てい った。す なわ ち,専 売収入 の中央財政へ の帰属,両 税法 の税制改革によ る州税

三分制 の改革,節 度使の支度 ・営 田使兼任 の禁止 などの財政政策がそれにあた る。

これ らの政策 を通 じて,中 央 は,塩 鉄転運使管轄下の もの も含 めて,度 支の もとに

両税収入 と専売収入すべてを帰属 させ,.税 制 改革 によ り中央 と諸州 との結びつきを

深 めるこ とで,財 政面で諸州 に対す る中央の統制力 を強化 した。 さらに,藩 鎮積極

策 が進む と,節 度使 による支度 ・営 田使 の兼任 が停止 され,藩 鎮が もっていた道 内

の財政運営権 も中央 に回収 した。 このよ うに,中 央 は財政運 営の上で も地方 への統

制力 を強 め,そ のた めの規 定が作 られていったのである。

しか しこ こに一つ問題 なのが,こ れ らの政策 の実施 を通 じて,相 対的 に権限が強

化 され た財務運営機 関の帰属 である。つま り,度 支 ・塩鉄転運使 ・判戸部の財 政使

職 を ど う統轄す るか とい う,徳 宗朝以来続 く課題 があ らためて問われ ること となっ

た。制度上 では,中 央の財務 を運営す る度支 ・塩鉄転運 ・戸部の財政三司は互いに

それ ぞれ を監督す るこ ともな く,ま た元来使職 は皇帝 に直属す る組織 であるた め,

官僚機構 の側 で これ ら三司 を管理,統 制す ることもないのであ る。実 際に,元 和年

間(806～820)で は,李 吉甫をは じめ,裴 増,李 絳 ら宰相が財 政政策 を主導 し,財

政三司はその下で財務 を運営す る とい う態勢 をとってはいたが(19),し か し,こ の よ

うな宰相 主導の財政運営 については,何 の制度的な規定が ないのであ る。

先述 した よ うに,建 中元年(780)に 宰相楊炎が,ま た貞元3年(787)に 崔造が

財政使職 を廃 止 し,尚 書省 に職務 を もどそ うと試 みたのも,こ うした宰相 と財政使

職 との関係 が もた らす 問題 を使職 の廃止 とい う方法で解消 し,財 政運 営機 関を宰相

の統轄下において,宰 相 が財政運営に関与 しよ うとした ことにある。 これ らが『いず

れ も失敗 したのは,使 職廃止 とい う組織 の改変 をともな う手段 をとったため,か え

って財 政運営全体に混乱 をきた して しまったか らである。そ して,楊 炎や崔造 が提

示 した,宰 相 がいかに財政機 関を統轄 し,財 政運営に関与 してい くか とい う課題 が,

そ の後の元和年間で も再び宰相側か ら問題 とされ るよ うになった。

この宰相 による財 政運営機 関をいかに統轄す るか とい う課題 は,元 和13年(818)

の中書門下 の上奏に よ りこれ を制度化す る ことで,解 決が はか られ るこ ととなった。

『唐会要』巻58・ 戸部侍郎条 には次のよ うにある。

〔元 和 〕十 三 年 十 月,中 書 門下 奏 す らく,「 戸 部 ・度 支 ・塩 鉄 三 司 の銭 物 は,皆

国 用 に繋 がれ,給 納 に至 るま で,事 は合 に分 明 な るべ し。 比 来 因循 し,都 て剖

析 せ ず,歳 終 会 計す る に,以 て 準 縄 無 し。 蓋 し根 本未 だ綱 条 有 らざ るに 縁 り,

所 以 に名 数 は盈縮 を為 し易 し。 伏 して請 うら くは,今 よ り以後,年 終 毎 に,各

お の 本 司 の毎 年 正,月一 日よ り十 二 月 三 十 日に至 るま で の入 る所 の銭 数 及 び 用 い



唐後半期 にお ける財政運営 と聴政制度405

る所 の数 を具 し,分 かちて両状 を為 り,来 年二月の内に入 り聞奏 し,併 せ て中

書門下 に牒せ しむ。其 の銭は如 し用 いて尽 くさざれば,須 く具 して用いたるの

外 の余 は若干見在せ るか を言 うべ し。如 し用いて尽 くす及び来年 を侵 用 し并せ

て闕を収むれば,并 び に須 く一一 具 して言 うべ し。其の塩鉄使 の収む る所 は,

議 して一年の都 て収 めた るの数,并 びに已に支用及び送到せ る左蔵庫 の欠銭数

を列具す。其 の欠 ける所 も亦た監院額,某 事に縁 り欠け未 だ送到せ ざるを具す。

戸部 の出納 も,亦 た此れ を約 し例 と為す。条制既 に定ま らば,亦 た隠欺を絶た

ん。如 し施行 を可 とせ ば,望 む らくは常典 と為 さん」 と。之 に従 う。

〔元和〕十三年十,月,中 書 門下奏,「 戸部 ・度支 ・塩鉄三司銭物,皆 繋 国用,至

於給納,事 合分明。比来因循,都 不剖析,歳 終会計,無 以準縄。蓋縁根本未有

綱条,所 以名数 易為盈縮。伏請,起 自今 以後,毎 年終,各 令具本司毎年正,月一

日至十二月三十 日所入銭数及所用数,分 為両状,入 来年 二月 内聞奏,併 牒 中書

門下。其銭如用不尽,須 具言用外 余若干見在。如用尽及侵用来年拜収闕,并 須

一一具言。其塩鉄使所収,議 列 具一年都 収数,并 已支用及送到左蔵庫欠銭数。

其所欠亦具監院額縁某事欠未送到。 戸部出納,亦 約此為例。条制既定,亦 絶隠

欺。如可施行,望 為 常典。」従之。

戸部 ・度支 ・塩鉄の財政三司は,正,月1日 か ら12月30日 までのそれぞれの収入

と経費をそ の翌年の2月 に上奏す ると共 に,宰 相府 である中書 門下 にも報告す るこ

とが義務づ け られ,中 書門下に財務運 営 を監督 され るこ とになった。また,そ の報

告の内容 も,収 支の ほかに,現 残 高,不 足額やその理 由にまで及び,中 書門下が財

政三司の財務 内容 に対す る規制 を強化 した ことがわかる。

この上奏 が裁可 された ことによ り,宰 相は,国 家財政の運 営を監督 し,そ の支 出

内容や残高,不 足額 に対 して規制 を加 えるこ とができ,財 政運営機 関の統轄 を制度

化できた。一方,財 政使職 の側では,宰 相か ら財務運営 に対す る管理 ・統制 を受 け

ることに より,両 税収入 も専売収入 も含 めて国家財政全体が宰相 に把握 され ること

になったのである。

以上,安 史の乱後 の財 政運営政策の変遷 を,宰 相 と財政使職 との関係 を軸にみて

きた。 この宰相 と財政使職 との対立が起 こる背景に,財 政使職 の権 限拡大 とそれ を

宰相がいかに統轄す るのか とい う点が あった ことがわかるだ ろ う。次 に,こ の宰相

と財 政使職 との関係 を,財 政運営で はな く,聴 政制度 とい う別 の視点 か ら考察 して

い きたい。
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2.安 史の乱後の聴政制度

先述 した よ うに,近 年,唐 代 の聴政制度の研究 が進み,と くに唐後半期につ いて

は松本保 宣氏,謝 元魯氏 などに よ り制度 内容が検討 され てきた(20)。そこで本章で も,

先行研究 の成果 にもとづ き,唐 後半期の聴政制度 について概観 してお きたい。

唐代 の聴 政制度 には,太 極宮 と大明宮 の三殿朝 会の制 があ り,太 極宮 での承天

門 ・太極殿 ・両儀殿 における三朝 の機 能 と,大 明宮の含 元殿 ・宣政殿 ・紫宸殿 にお

ける三朝 の機能 がそれぞれ対応 していた。 その中で も,大 明宮 の紫宸殿の常朝=入

閤は,百 官 が皇帝 にまみ える とい う儀礼の場 であるだ けでな く,皇 帝が宰相 ら百官

を召 し,政 務 を処理す る場 で もあった。

(太極宮)

承天 門

太極殿

両儀殿

(大 明宮)

含元殿

宣政殿

紫宸殿

外朝 →元正 ・冬至の大朝会,大 赦 の場

中朝 →朔望朝会 の場

内朝 →常 日聴 政の場

ところが,安 史 の乱後の代宗期か ら,延 英殿 でも皇帝が定期 的に宰相 らを召 対す

るよ うにな ると,紫 宸殿 の常朝 と連動 して朝会 が開かれ るよ うになった。 しか し,

紫宸殿 が どち らか と言 うと儀i礼的な場 とい う性格 が強かったのに対 し,延 英殿 の方

は,皇 帝が宰相以下の少数 の臣僚に諮 問す る政治の場 とい う性格が強かった。また,

朝会 の儀 を行 う正殿 と違 い,イ ンフォーマル な場 とい う性格 ももつ。

そのため,延 英殿は皇帝が宰相だ けでな く広 く任意の官人を任意 の時 に召す こと

もあった。松本保 宣氏 によれば,こ うした皇帝 の発意で臣僚を召対 した事例 は代宗 ・

徳宗期 が多 く,憲 宗期以降になる と少な くなる傾 向があ り,こ れ には憲宗以降は延

英殿付属 の制度 が確立 して くるこ と,逆 に代宗 ・徳宗期はまだ延英殿 の機能分化,

あるいは付属 の諸制度が形成期 にあった ことが考 え られ,そ のため憲宗期以降 に比

べて,代 宗 ・徳宗期では 自由な運用 を試 み ることができたのであ り,そ れ ゆえ,皇

帝の恣意 が働 く余地が大 きく,皇 帝 の個人的意 向を伸長す る場 として利用 された と

指摘す る(21)。

一方
,個 々の官僚の側 も延英殿 を積極的に皇帝に対す る意見表明の場 として利用

した。貞元18年(802)に 徳宗 が正殿朝儀 での奏事 を禁 じ,延 英門において状 を進

めて請対す るよう命 じた ことによ り,延 英殿請対 ・奏事が制度化 され た(22)。これ に

よ り,官 僚 の意見表明の場が限定 され ることとなったが,逆 に意見表 明できる場が

明確化 した ことによ り,各 官司が直接皇帝に行 政案件 を持 ち込んで裁決 を求 めた よ

うである。
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次 に,官 僚が定期的に皇帝 と面会 したもの として,次 対官 の制度があるが,こ れ

とは別 に,貞 元7年(791)延 英殿独 自の制度 として諸司の長官,常 参 官2員 の次対

官が設 けられた。重複 を理 由にいったん廃止 され たが,憲 宗の元和元年(806)に は,

従来か ら正衙 にあった待制 官 と延英殿 の次対官の両方 とも正衙 ・延英殿 の両方 に候

対す るよ うに改め(23),両 者 を一つに して簡素化 をはかった。延英殿 には,そ のほか

にも刑 法官や祗候官な どが設 け られた。

このよ うに,延 英殿 とは,皇 帝 が宰相以下の主要官僚 に対 しさま ざまな召対の制

度 によ り広 く組織的に諮 問できる場で あ り,各 官司が皇帝 と個人的に直結で きる場

で もあった。唐後半期 になって聴政制度 のなかに延英殿 の制度が確立 したのは,宰

相以下の官僚 を官僚機構 か ら抽 出 して個別 に把捉 しよ うとす る皇帝側 の意向 と,皇

帝 に個人的に密着 して 自己の志 向を貫徹 しよ うとす る官僚側 の思惑 とが合作 した成

果で あるといえよ う。 その結果,延 英殿 は皇帝権力 の伸長 に寄与 し,宰 相の権 限を

弱 める役割 を果 たす ことになった。

3.聴 政の場か らみた元和13年 の中書 門下 による上奏文の意義

前章では,唐 後半期 の聴政制度 について,延 英殿 を中心にみてきた。では,国 家

財政 の運営 を担 う財政使職 の奏対は ど うだったのか。 ここでは,代 宗期か ら憲宗期

を中心に検討す る。 まず,『 旧唐 書』巻135・ 韋渠牟伝に よれ ば,

〔貞元十二年(796)〕 歳終,〔 韋渠牟は〕右諌議大夫に遷 る。時 に延英政賦 を秉

るの臣に対す るに,昼 漏率ね二三刻 を下るを常 と為す。渠牟の奏事す るや,率

ね漏五六刻 を下 り,上(徳 宗の こと)笑 語 し款狎 し,往 往 に して外 に聞こゆ。

〔貞元十二年(796)〕 歳終,〔 韋渠牟〕遷右諌議大夫。時延英対秉政賦之 臣,昼

漏率下二三刻 為常。渠牟奏事,率 漏 下五六刻,上(徳 宗)笑 語款狎,往 往外聞。

とあ り,延 英殿 にお い て宰 相 や財 政使 職 が奏 対 す る と,そ の 時間 は い つ も2～3刻

に な る が,韋 渠 牟 が奏 事 す る と,時 間 は いっ も5～6刻 に及 び,徳 宗 の笑 い な が ら

話 した り親 しげな様 子 が外 まで 聞 こえ た とい う。 徳 宗 の 韋渠 牟 に対す る寵 遇 ぶ りを

示 す 記 事 だ が,賦 を秉 る の 臣,す な わ ち財 政 使 職 が 延 英殿 で徳 宗 と面会 してい た こ

とが わ か る。 お そ ら く請 対 か,次 対 か の いず れ かで あ ろ う。 また,宰 相 と並 ん で財

政 使 職 が 挙 が って い る こ とか らも,財 政使 職 が いか に皇 帝 か ら重 要視 され てい た か

が うかが え る。

ま た,憲 宗 の元 和 元 年(806)に 出 され た 元槇 の 「献 事表 」 に よれ ば(24),当 時 の

奏 対 の状 況 につ い て,次 の よ うに記 す 。



408高 瀬 奈津子

・且つ 臣之を思 うに,今 の召に備 え顧問 を承け る者 は,独 り一二の執政 のみ。

一たび対揚す る毎に
,俄 頃に問われて天下の事を議す るに及 ばず,臣 竊 かに之

を料 るに,聖 問を恭承 し仰ぎて寵光の暇せ ざるを謝す るも,又 た安 んぞ理乱 を

陳べ教化 を議す る暇 あ らんや。其 の余の瑣瑣た る有 司,或 いは時に一 たび召見

せ られ,簿 書の出入 を言い,銭 穀 の登降 を計 りて暇せず,又 た安 んぞ牙歯 を置

くの間足 らん。 …(『 元槇集』巻32・ 「献事表 」)

・且臣思之,今 之備召承顧問者,独 一二執政而已。毎一対揚,不 及俄 頃,問 議

天下之事,臣 竊料 之,恭 承聖問仰謝寵光之不暇,又 安暇陳理乱議教化哉。其余

瑣瑣有 司,或 時一召 見,言 簿書之 出入,計 銭穀之登降,不 暇,又 安足置牙歯 間。

1,2名 の宰相が皇帝か らの諮問に応 じる他 に,財 政使職 が皇帝か ら召 されて会

計報告 して いた こ とがわかる。財政使職 が皇帝 に直接会計報告 を行 ってい ることに

注 目したい。 ここでは引用 しなか った 「献事表」 の前半部分では,元 槇が拾遺や補

闕な どの諫官 が冗官扱い され てい ることを批判 してお り,そ の点 も考 え合わせ るな

らば,財 政使職 は宰相に次いで皇帝か ら召対 され てお り,こ の点か らも財政使職 が

いかに重用 され ていたかがあき らか とな るだろ う。 また,少 し時代 は下 るが,憲 宗

の次の穆宗期 でも,

公 卿 以 降,群 有 司 庭 に盈 つ。 然 る に問 わ れ て 曰 く,吾 と坐 して事 を決 す るは,

丞 相 巳 下,四 五 に過 ぎず,而 る に主 計 の 臣焉 に在 り。(『 白居 易集 』巻48・ 中書

制 誥 「張 平叔 可 戸 部 侍 郎判 度 支 制 」)

公 卿 以 降,群 有 司盈 庭 。 然 問 日,與 吾 坐 而決 事,丞 相 已下,不 過 四五,而 主 計

之 臣在 焉。

とあ り,こ こで も財政使職 が宰相 に次いで皇 帝か らの諮問に預かっていた と述べ る。

以上の記 事か ら,財 政使職が宰相 に次いで皇帝 に奏事 していた こ とがわかるだろ

う。 しか も,上 掲の諸史料か らは,宰 相 と財政使職がそれ ぞれ別個 に奏事 していた

こ とが うかが えるが,と くに,財 政使職 は,皇 帝か ら政事 について諮問 を受 け るこ

ともある と共 に,皇 帝 に対 して財 政業務や会計 についての報告 を行 ってい る。唐後

半期 の待制官 ・次対官の制度では,宰 相 と次対官 の奏事は時間帯 をず らして行 われ,

両者 の奏事 内容 について互 いに干渉できなかった(25)。つま り,財 政使職が皇帝に面

会 して行 う財政運営や会計 の報告内容につ いて,宰 相は把握す る ことがで きなかっ
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た ことになる。 もともと使職 は律令官制外 にあって宰相の統轄下に無いた め,官 制

の上か ら財政使職の職務 内容 を把握 す る手段が無 かったが,聴 政 の場 において も,

宰相 は財政使職が皇帝 に何 を奏上 し,ど んな報告 を したのか知 る ことができなかっ

たのである。

一方
,前 述 した よ うに,皇 帝は延英殿 において宰相だ けでな く任意の官僚 を召対

す るこ とで',宰 相 を経 由す ることな く,個 々の官僚 と直接結びつ き,情 報 を得 るこ

とができた。財 政使職の場合 も,も ともと皇帝直属の機 関 とい うこともあって,前

掲 した史料 にあ るように,皇 帝に財務 の報告 を行ってい る。そ して,財 政使職が皇

帝 に奏上 したのはそれだ けではない と思われ る。 とい うの も,先 述 した代宗期の塩

鉄転運使 の劉晏は,

代宗は嘗て命ず るに,所 部 の官吏 の善悪,刺 史の罪有 る者 を考え,五 品以上は

輒ち繋劾 し,六 品以 下は杖 し,然 る後 に奏せ しむ。(『新唐書』巻149・ 劉晏伝)

代宗嘗命,考 所部官吏善悪,刺 史有罪者,五 品以上輒繋劾,六 品以下杖,然 後

奏。

とあ り,代 宗 か ら,配 下 の官 吏 だ けで な く,地 方 の刺 史 を調 べ,処 罰 して か ら奏 上

す る よ う命 じ られ て い る。 代 宗 が こ う した命 令 を 出 した の も,劉 晏 が各 地 に設 け た

巡 院 とい う情 報 網 を握 っ て い るか らで あ る。 お そ ら く,こ れ ま で も劉 晏 が代 宗 に対

して会 計 報 告 だ けで な く,各 地 の 状 況 を奏 上 してい た の で あ ろ う。 しか も,代 宗 は

宰相 の頭 越 しに官僚 に対 す る監 察 を財 政使 職 に命 じて い る。 こ の よ うに,宰 相 を介

さず,皇 帝 が財 政使 職 を直 接 統御 して い るの で あ る。

以 上 の よ うな状 況 を鑑 み る と,元 和13年(818)に 中書 門下 か ら出 され た上 奏 文

の意 義 が,よ り大 き く感 じ られ るの で は な い だ ろ うか。 この上 奏 文 で は ,戸 部 ・度

支 ・塩 鉄 の 財 政 三 司 は,正 月1日 か ら12,月30日 ま で の それ ぞ れ の収 入 と経 費,現

残 高,不 足 額 や そ の理 由 な どを,そ の 翌年 の2月 に上奏 す る と共 に,宰 相府 で あ る

中書 門下 に も報告 す る こ とが 義務 づ け られ る こ とを求 め,こ れ が裁 可 され た。 それ

まで,官 制 の上 で も,聴 政 制度 の 上 で も,把 握 で き な か っ た財 政 三 司 の活 動 に つ い

て,宰 相 も報 告 を受 け,監 督 で き る こ とに な った。 こ うして,宰 相 は よ うや く大 き

な権 限 を もつ財 政 使 職 を統 轄 下 に置 く こ とが で きた の で あ る。

財 政使 職 にす れ ば,そ れ ま で 皇帝 だ け に して い た会 計 報 告 を宰相 に対 して も行 う

こ とに な り,皇 帝 と宰 相 の双 方 か ら業 務 につ い て チ ェ ック を受 け る こ とに な っ た。

使職 の権 限 につ い て も,宰 相 に よ る規 制 が 加 わ る こ とに な った と思 われ る。 これ 以

降,宰 相 側 が 財 政使 職 を廃 止 しよ うとす る動 きが み られ な くな る。そ の要 因 と して,
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この元和13年 の上奏文 によ り,宰 相 が財政三司の業務 を監督す ることで,財 政使職

の権 限拡大 に歯止 めをか けるこ とがで きたか らではないだろ うか。

おわ りに

以上,安 史の乱後 の財 政使職 をめぐる動きにっいて述べてきた。財政業務の拡大

と重要化 に ともない,こ れ を統轄す る財 政使職 の権 限も拡大 してきた。 この財政使

職に対 して危機感 を抱いたのが宰相た ちであった。 そこで,代 宗期 と徳宗期 に3度

にわたって宰相 に よる財政使職廃止 が実行 され,人 事 を通 じて財政運営業務 を宰相

の管轄下に置 こ うとした が,い ずれ も失敗 に終わった。だが,憲 宗の元和13年 に中

書門下か ら出され た上奏文が裁 可 され,財 政運営機 関が宰相 にも会計報告 をす るこ

とが制度化 された ことによ り,よ うや く財政使職が宰相 の統轄下に入 ることになっ

た。この元和13年 の中書門下の上奏文 について,こ こでは視点を変 えて,聴 政制度

か ら考察 した。延英殿 を舞台 に,皇 帝 は財政使職 と直接結びつ き,宰 相 を関与 させ

ず に情報 を収集 し,政 務 を処理 していた。 しか し,元 和13年 の中書門下か らの上奏

に より,財 政運営機 関か ら宰相府へ も会計報告 が義務付 け された。その結果,宰 相

も財政運営 を監督す る権 限を獲得 し,財 政使職 の権限拡大に規制 をか けることがで

きた。

そのため,こ れ以降,宰 相側 か ら財政使職 を廃止 しよ うとす る動 きはみ られな く

なった。 この上奏文が,財 政運営 に対す る宰相 の権 限強化 につながった と評価す る

ことはできるだろ う。 しか し,財 政使職 を統轄す るも う一方の存在,す なわ ち皇帝

との関係 を等 閑視す るこ とはできない。私見 によると,そ の後 も財政運営の統轄 を

めぐって皇 帝 と宰相 との間で駆 け引きがみ られ,宣 宗期 になると,皇 帝が財政運営

機関 を個別 に直接統御す る体制が作 られてい く。 こ うした財政運営の統轄 の しくみ

の形成に対 して,聴 政が どう関わってい くのか は,今 後へ の課題 としたい。
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(い ず れ も松 本保 宣 著 『唐 王朝 の宮 城 と御前 会 議一 唐 代 聴 政 制 度 の展 開 一 』(晃 洋 書 房2006)よ り。)
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注

(1)高 瀬 奈 津 子2001,2005。

(2)松 本 保 宣2006,謝 元 魯1992,袁 剛1994。

(3)古 瀬:奈 津 子1998,吉 田 歓2002,王 仲 殊2001,2003。

(4)『 新 唐 書 』 巻51・ 食 貨 志1に は,次 の よ うに 記 述 され る 。

初,転 運 使 掌 外,度 支 使 掌 内 。永 泰 二 年(766),分 天 下 財 賦 ・鋳 銭 ・常 平 ・転 運 ・塩 鉄,

置 二 使 。 東 都 畿 内 ・河 南 ・淮 南 ・江 東 西 ・湖 南 ・荊 南 ・山 南 東 道,以 転 運 使 劉 晏 領 之 。

京 畿 ・関 内 ・河 東 ・剣 南 ・山 南 西 道,以 京 兆 尹 ・判 度 支 第 五 碕 領 之 。

第 五 碕 と 劉 晏 に よ る,度 支 使 と 転 運 使 の 東 西 分 掌 に よ っ て,財 政 使 職 の 職 務 に 地 域 性 が

生 じ た こ と に つ い て は,礪 波 護1986,p.21で も 言 及 が あ る 。

(5)『 旧唐 書 』 巻49・ 食 貨 志 下

自 兵 興 已 来,凶 荒 相 属,京 師 米 斛 万 銭,官 厨 無 兼 時 之 食,百 姓 在 畿 甸 者,抜 穀 按 穂,以

供 禁 軍 。

(6)例 え ば,『 冊 府 元 亀 』 巻147・ 帝 王 部 ・恤 下 門 に 収 め ら れ た 宝 応 元 年(762)10Aの 勅 文 に

よ る と,次 の よ うに 述 べ る 。

如 聞,諸 道 節 度 使,不 承 正 勅,妄 有 徴 科 。 州 県 望 風,便 行 文 牒,務 為 逼 迫,自 応 誅 求,

事 且 因 循,転 用 生 弊,不 有 懲 革,何 以 息 人 。 自今 已 後,宜 令 本 道 観 察 及 租 庸 使,厳 加 訪

察 。 其 州 県,除 正 勅 支 遣 外,不 得 転 承 諸 使 文 牒,徴 率 一 物 已 上 。 如 或 有 犯,便 仰 停 務,

具 名 弾 奏 。

各 地 の 藩 鎮 は 管 轄 内 の 州 県 に 恣 意 的 な 徴 税 を 行 わ せ,州 県 も 藩 鎮 の 意 の ま ま に な っ て い

た の で あ る 。

(7)『 旧唐 書 』 巻118・ 楊 炎 伝 所 載 の 楊 炎 の 上 奏 文 に は,

河 南 ・山 東 ・荊 襄 ・剣 南 有 重 兵 處,皆 厚 自奉 養,王 賦 所 入 無 幾 。

と あ り,税 収 を 上 納 しな い と こ ろ と して 河 南 ・山 東 ・荊 襄 ・剣 南 を 挙 げ て い る 。

こ の 他 に,例 え ば,『 旧唐 書 』 巻141・ 田承 嗣 伝 に,

郡 邑 官 吏,皆 自署 置,戸 版 不 籍 於 天 府,税 賦 不 入 於 朝 廷,雖 日藩 臣,実 無 臣 節 。

と あ り,河 北 の 魏 博 節 度 使 田 承 嗣 も管 轄 領 域 内 で 官 吏 を 勝 手 に 任 命 し,戸 籍 も 届 け ず,

税 収 も 中 央 に 送 ら な か っ た 。 同 様 な こ と は,河 北 の 成 徳 や 盧 龍 藩 鎮 に も 見 られ た 。

(8)劉 晏 の 漕 運 法 に つ い て 取 り上 げ た 論 考 は 数 多 い が,代 表 的 な も の と して,青 山 定 雄1963,

外 山 軍 治1961,DenisTwitchett1963,全 漢 昇1944,潘 鑰1987,清 木 場 東1996が あ る 。

(9)『 資 治 通 鑑 』 巻223・ 唐 紀39・ 代 宗 広 徳2年3月 条

自喪 乱 以 来,沐 水 堙 廃,漕 運 者 自江 ・漢 抵 梁 ・洋,迂 険 労 費,三 月 己 酉,以 太 子 賓 客 劉

晏 為 河 南 江 淮 以 来 転 運 使,議 開 沐 水 。_晏 乃 疏 浚 沐 水,遺 元 載 書,具 陳 漕 運 利 病,令 中

外 相 応 。 自是 毎 歳 運 米 数 十 石,以 給 関 中 。
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(10)『 唐 会 要 』 巻87・ 転 運 塩 鉄 総 序

晏 始 以 塩 利 為 漕 傭 。 自 江 淮 至 渭 橋,率 十 万 斛 傭 七 千 緡,補 綱 吏 督 之 。 不 発 丁 男,不 労 郡

県,蓋 自古 未 之 有 也,至 今 為 法 。

(11)青 山 定 雄1963を 参 照 。

(12)『 旧唐 書 』 巻123・ 劉 晏 伝

又 至 徳 初,為 国 用 不 足,令 第 五 碕 於 諸 道 権 塩 以 助 軍 用,及 晏 代 其 任,法 益 精 密,官 無 遺

利 。

(13)『 資 治 通 鑑:』 巻226・ 唐 紀42・ 徳 宗 建 中 元 年7月 条

〔劉 〕 晏 専 用 権 塩 法,充 軍 国 之 用 。

(14)巡 院 に 関 して は,高 橋 継 男 氏 と妹 尾 達 彦 氏 に よ る研 究 が あ る 。高 橋 継 男1972,1973,1976,

1978,1982,1985,1995,1997,妹 尾 達 彦1980,1982A,1982B。 ま た,西 北 部 の 巡 院 に

つ い て は,丸 橋 充 拓2006に 取 り上 げ ら れ て い る 。

(15)各 地 に 置 か れ た 巡 院 が,特 に 藩 鎮 の 地 方 行 政 を 対 象 に 監 察 を 行 っ て い た こ と に つ い て は,

高 橋 継 男1972,1978,及 び 妹 尾 達 彦1980を 参 照 。

(16)『 旧唐 書 』 巻49・ 食 貨 志 下

〔劉 晏 〕 代 第 五 碕 領 塩 務,其 法 益 密 。 初 年 入 銭 六 十 万,季 年 則 十 倍 其 初 。 大 暦 末,通 天

下 之 財 而 計 其 所 入,総 一 千 二 百 万 貫,而 塩 利 過 半 。

(17)徳 宗 朝 の 楊 炎,崔 造 に よ る 財 政 使 職 廃 止 に つ い て は,礪 波 護i1986,呉 麗 娯1986,李 錦 繍

2001,お よ び 高 瀬 奈 津 子2001が あ る 。 ま た,楊 炎 の 使 職 廃 止 に 関 す る 政 治 的 背 景 に つ い

て は,中 川 学1965,築 山 治 三 郎1967,韓 国 磐1979,林 偉 洲1991,鄭 学 檬1992,鈴 木 正

弘1999A,1999B,及 び 高 瀬 奈 津 子1998が あ る 。

(18)『 資 治 通 鑑 』 巻232・ 唐 紀48・ 徳 宗 貞 元2年12,月 条,

崔 造 改 銭 穀 法,事 多 不 集 。 諸 使 之 職,行 之 已 久,中 外 安 之 。_既 而 江 淮 運 米 大 至,上 嘉

韓 滉 之 功,十 二 月,丁 巳,以 滉 兼 度 支 ・諸 道 塩 鉄 転 運 等 使 。 造 所 条 奏 皆 改 之 。

(19)元 和 年 間 の 宰 相 と財 政 三 司 と の 関 係 に つ い て は,李 錦 繍2001の 第1章 第4節 の 「一,元

和 時 期 三 司 的 作 用 及 変 革 」 に 詳 述 され て い る。

(20)松 本 保 宣2006,謝 元 魯1992,袁 剛1994年 な ど を 参 照 。

(21)松 本 保 宣2006,pp.30-33を 参 照 。

(22)『 冊 府 元 亀 』 巻180・ 帝 王 部 ・失 政 門 ・貞 元18年7,月 条

〔貞 元 〕 十 人 年 七,月,嘉 王 諮 議 高 弘 本,正 衙 奏 事,自 理 逋 債 。 詔 日,朕 方 励 精 庶 政,博

求 嘉 言 。 比 者 百 官 正 衙 奏 事,至 有 多 時 者 。 公 卿 庶 僚,属 当 寒 暑 為 弊,亦 深 在 於 朕 懐,豈

謂 今 日。 自今,勿 正 衙 奏 事 。 如 陳 奏 者,宜 延 英 門 請 対 。

(23)『 唐 会 要 』 巻26・ 待 制 官 条

元 和 元 年4月,正 衙 待 制 官 両 員 。 御 史 中 丞 武 元 衡 奏,本 置 前 件 官,以 備 顧 問 。 比 来 多 不
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奏事,有 同虚設。又貞元七年,更 有次対官,難 議両置,去 歳巳停。今唯以六品已下清官,

前例恐非尽善。伏請,自 今巳後,兼 以中書 ・門下省,御 史台,拾 遺,監 察御史,及 尚書

省六 品,諸 司四品已上職 事官,東 宮師傅,賓 客,簷 事,及 王府諸傅等,毎 坐 日,両 人待

制。正 衙退後,令 于延英候対,以 為常式。勅,中 書省 ・御史台官,故 事並不待制。如要

論奏,但 于延英候対。余依。

(24)元 稘が 「献事表」を上奏 した年 にっいては,『 資治通鑑:』巻237・ 唐紀53・ 憲宗元和元年

4月 条 による。

(25)唐 後半期 の待制官 ・次対官の制度については,謝 元魯1992,松 本保宣2006を 参照。な

お,唐 後半期 の臣僚が行 う奏事 について,中 村裕 一1991が,代 宗期の宰相元載 の措置 に

よ り,宰 相 による事前チェ ックがあった と論 じてい るが,こ れ については最近,松 本保宣

2007が 批 判 し,宰 相 によるチェ ックは行われていなか った と主張 してい る。
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